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《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同一日の PCI で使用する血管内超音波プローブは 1 本ま

での算定が認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 通知より「血管内超音波プローブは、一連の検査、画像診断又は手術に

つき 1 本のみ算定できる」とある。同一日に PCI を実施する場合にそれ

ぞれ血管内超音波プローブを算定することは過剰であると整理した。 

 


